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工事発注

（営繕系工事）

「週休２日工事」対象工事の発注から工事完成までの実施フロー

月単位の４週８休以上を前提に労務費を補正し工事費を積算する。（経費補正有り）

「山口県営繕系工事における適切な工期設定の考え方」に基づき、全体工期のしわ寄せがないよう分離発
注工事の施工期間を確保する等、適正な工期を設定する。
※設定工期の妥当性を、類似工事の施工実績や「建築工事適正工期算定プログラム」により算定した工期
を参考に確認する。

現場説明書に「月単位の週休２日工事（発注者指定型）の対象工事」である旨を明示する。

※分離発注工事（同時発注の工事に限る。）の場合は、それぞれの受注者と調整し、全ての工事で月単位の
週休２日工事に取り組む場合にのみ希望できる。

Ⅰ．発注者は、現場閉所（現場休息）の達成状況を確認し、月単位の４週８休に満たない場合は、通期の４
週８休へ労務費補正分を減額する契約変更を行う。
Ⅱ．通期の４週８休に満たない場合は、補正係数及び補正率を除し、労務費補正分を減額する契約変更を
行う。

Ⅰ．発注者は、月単位又は通期の４週８休の達成が確認できれば、「工事成績採点の考査項目の考査項目
別運用表」の 「工程管理A」について評価を行う。
Ⅱ．月単位の４週８休の達成が確認できれば、「工程管理B」において評価する。
Ⅲ．４週８休の達成が確認できない場合は、「工程管理A・B」は評価しない。

工事契約

受発注者間（分離発注の工事については、全ての工事の受発注者間）で、工事工程のクリティカルパス等を
共有する。

受注者は、月単位の週休２日（４週８休以上）を確保する計画工程表を監督職員に提出する。
監督職員は、月単位の週休２日が確保されていることを確認し、「対象期間の設定」として、工場製作のみを
実施した期間等の対象外とする期間を、受注者との協議により決定する。

受注者は、現場閉所（現場休息）の状況が確認できる実施工程表を作成し、監督職員に提出する。
監督職員は、提出された実施工程表や出面表等により、定期的に対象期間内の現場閉所（現場休息）の日
数を確認する。

監督職員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度現場閉所（現場休息）の状況を確認する。
実施工程表の修正に当たっては、受注者間（分離発注の工事においては全ての工事の受注者間）で調整を
行う。

発注者は、工程の変更理由が受注者の責めによらない場合は、適切に工期の変更を行う。
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【受注者希望型の場合】
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※分離発注工事（同時発注の工事に限る。）の場合は、それぞれの受注者と調整し、全ての工事で月単位の
週休２日工事に取り組む場合にのみ希望できる。

Ⅰ．受注者が工事着手時に月単位の週休２日を実施するとした場合は、月単位の４週８休へ労務費補正分
を増額する契約変更を行う。
Ⅱ．通期の４週８休に満たない場合は、補正係数及び補助率を除し、労務費補正分を減額する契約変更を
行う。

Ⅰ．発注者は、月単位又は通期の４週８休の達成が確認できれば、「工事成績採点の考査項目の考査項目
別運用表」の 「工程管理A」について評価を行う。
Ⅱ．月単位の４週８休の達成が確認できれば、「工程管理B」において評価する。
Ⅲ．４週８休の達成が確認できない場合は、「工程管理A・B」は評価しない。

工事契約

受発注者間（分離発注の工事については、全ての工事の受発注者間）で、工事工程のクリティカルパス等を
共有する。
受注者は、契約後、月単位の週休２日の取組みの希望の有無について、発注者と書面で協議する。

受注者は、通期又は月単位の週休２日（４週８休以上）を確保する計画工程表を監督職員に提出する。
監督職員は、通期又は月単位の週休２日が確保されていることを確認し、「対象期間の設定」として、工場製
作のみを実施した期間等の対象外とする期間を、受注者との協議により決定する。

受注者は、現場閉所（現場休息）の状況が確認できる実施工程表を作成し、監督職員に提出する。
監督職員は、提出された実施工程表や出面表等により、定期的に対象期間内の現場閉所（現場休息）の日
数を確認する。

監督職員は、工程計画の見直し等が生じた場合には、その都度現場閉所（現場休息）の状況を確認する。
実施工程表の修正に当たっては、受注者間（分離発注の工事においては全ての工事の受注者間）で調整を
行う。

発注者は、工程の変更理由が受注者の責めによらない場合は、適切に工期の変更を行う。

工事発注

（営繕系工事）

「週休２日工事」対象工事の発注から工事完成までの実施フロー

通期の４週８休以上を前提に労務費を補正し工事費を積算する。（経費補正有り）

「山口県営繕系工事における適切な工期設定の考え方」に基づき、全体工期のしわ寄せがないよう分離発
注工事の施工期間を確保する等、適正な工期を設定する。
※設定工期の妥当性を、類似工事の施工実績や「建築工事適正工期算定プログラム」により算定した工期
を参考に確認する。

現場説明書に「月単位の週休２日工事（受注者希望型）の対象工事」である旨を明示する。
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